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令和4年度・岐阜県介護人材育成事業者認定制度資料より引用
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令和4年度・岐阜県介護人材育成事業者認定制度資料より引用



制度概要
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令和4年度・岐阜県介護人材育成事業者認定制度資料より引用



認定基準について



認定基準について

9

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

岐阜県ホームページ内
「評価項目確認基準の観点について」

PDFファイルを
ダウンロードして確認する。



認定基準について

10

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



認定基準について

11

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

取組宣言忘れ、
有効期間（2年間）超過に注意
※目標とするグレードを取得し、更に
上位のグレードを申請する場合は再度
上位のグレードを目標とした申請を行
う必要有



認定基準について

12

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



認定基準について

13

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

法人内介護事業所すべてで処遇改善加算Ⅰを取得している場合は免除（処遇改善加算計画書の提出）



認定基準について

14

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業の
認定を受けている場合は免除
※岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業（旧・岐阜県
子育て支援企業）登録ではない



認定基準について
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岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



認定基準について

16

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

Ｇ３では処遇改善加算Ⅰを取得していれば免除となっているが、
Ｇ２においては免除となっていない点に注意



認定基準について

17

Ｇ２以上は「定量的指標」が追加

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



認定基準について
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岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



認定基準について

19

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



認定基準について
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岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



定量的指標について



定量的指標について

22

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



定量的指標について
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岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



定量的指標について

24

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

前年度（１２．７％）と比べて微減



定量的指標について

25

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

赤線部分は本年度追加事項。



定量的指標について
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岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



定量的指標について

27

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

前年度（５３．２％）と比べて微減



定量的指標について

28

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

一部のサービス種別を除き、全体的に保有率は上昇



定量的指標について

29

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



取組・申請を
進めるにあたって



■ 定量的指標への対応については今すぐ取り掛かるべき

■ 根拠となる資料を準備しておく

■ 全社一丸となった取り組みを進めていく

取組・申請を進めるにあたって

31

～取組・申請における考え方～



■ 法人理念が記載されている掲示物や理念カードの写真

■ ホームページを印刷したもの（理念や施設内の様子がわかる写真が掲載されているもの）

■ 職員との面談シート・評価を実施した記録等

■ 新人職員を指導した記録簿等

■ 処遇改善加算計画書及びキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲを満たすための根拠書類（キャリアパス表・教育
計画・規程等）

■ 施設内回覧板・掲示板・グループウェアの写真又は画面を印刷したもの

■ ノー残業デーの実施周知文書・一般事業主行動計画書の写し・岐阜県ワークライフバランス推進企
業登録証の写し等

など

取組・申請を進めるにあたって

32

～整備していく書類（一例）～

「実際にやっている」ことが解る書類である必要がある。
フォームを印刷するだけでなく、理念が施設内に掲示されている写真や、実際に職
員を指導した記録簿などを用意すると良い（個人情報の取扱いには留意する）

「評価項目確認調書」内に、各グレードに応じた
具体的な確認書類が記載されているため、
求められる書類を確認しておく。



取組・申請を進めるにあたって

33

～定量的指標、参考情報の算出～

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

定量指標、参考情報にかかる計算は
岐阜県ホームページ内に
計算ファイルがあるのでダウンロード
して入力、書類を作成する



取組・申請を進めるにあたって

34

～定量的指標の算出（G2,G1認定申請時）～

岐阜県ホームページにて「計算表」が
公開されているため、ダウンロードし
て作成する。

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



取組・申請を進めるにあたって

35

～年次有給休暇・月平均所定外労働時間の集計（例）～

「年次有給休暇」「月平均所定外労働時間」については集計表もあるため、
集計表を活用して正確な算出を行う

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



取組・申請を進めるにあたって

36

～年次有給休暇・月平均所定外労働時間の集計（例）～

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



取組・申請を進めるにあたって

37

～参考情報の算出（G3認定申請時）～

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

G3の認定に際しては定量的指標は求め
られないが、「参考情報調書計算表」
の提出が必要であるため、G2、G1申請
の定量的指標とは別に情報の集計が必
要



取組・申請を進めるにあたって
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～参考情報の算出（G3認定申請時）～

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



取組・申請を進めるにあたって

39

～参考情報の算出（G3認定申請時）～

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



取組・申請を進めるにあたって

40

～参考情報の算出（G3認定申請時）～

岐阜県ホームページ「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」内資料より引用

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html

前年度、前々年度の年次有給休暇取得
率の計算が必要



取組の際の留意点



留意点

■ 定量的指標について、各諸法令違反とならないように注意する

■ 処遇改善加算の計画と実態が一致しているかについても要確認

・・・特にキャリアパス各要件に沿った根拠資料が整っているかについても

要確認

■ 他の認定制度との定量的指標の違いに注意する

42



留意点

43

～定量的指標について、各諸法令違反とならないよう注意する～

年次有給休暇の取得率についての基準値であるが、
大前提として「年5日の年次有給休暇の取得義務化（労働基準法第39条第7項）」への対応や
「年次有給休暇管理簿の調製（労働基準法施行規則第24条の7 ）」が
実施されていなければならない。（働き方改革関連法による実施義務）

また、取得義務化の対象となっていない者（10日以上の年次有給休暇が付与されない労働者）が
平均値を引き下げることの無いよう、留意する必要がある。



留意点

44

～定量的指標について、各諸法令違反とならないよう注意する～
年次有給休暇管理簿の例

厚生労働省ホームページ「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
サイト内リーフレット「年５日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説」より抜粋

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf



留意点

45

～定量的指標について、各諸法令違反とならないよう注意する～

「平均45時間を超える」状況でなければ（単月で45時間を超えていたとしても）認定基準上はク
リアできるが、36協定（時間外・休日労働に関する労使協定）違反とならないように注意が必要
（労働基準法上は１か月でも超過していれば違反）。
特に「1年単位の変形労働時間制」を採用している場合、年間の時間外労働時間は「320時間」が
限度となるため要注意。

また、認定基準上は「所定外労働時間」となっており、36協定等で問われる「法定外労働時間」
ではないため、1日8時間に満たない労働を行っている職員の時間外労働には要注意。



留意点

46

～定量的指標について、各諸法令違反とならないよう注意する～

原則時の限度時間と、１年単位の変形労働時間制採用時の限度時間との違いに注意。
また、本限度時間は「月平均」ではないため、１月でも超過すると違反となる。
特定の職員に業務が集中している等、やむを得ない事情がある場合は
「特別条項」の採用を検討する（ただし根本的な解決策ではない）。

時間外・休日労働に関する労使協定（36協定）届の例



留意点

47

～定量的指標について、各諸法令違反とならないよう注意する～
特別条項の例

特別条項を締結しても無制限に実施できるわけではない。
「限度時間超は１年につき6回（6月）まで」「限度時間を超えて労働させる場合における手続」
「健康及び福祉を確保するための措置」は特に意識して遵守する必要がある。



留意点

48

～処遇改善加算の計画と実態が一致しているかについて～

職位 職務内容
任用要件

賃金等級
年数 資格・経験等

介護士長
施設内運営
〇〇〇･･･
〇〇〇･･･

入職〇年以上
管理者研修受講
主任評価Ａ以上
〇〇〇・・・

5等級

介護主任
ユニットリーダー管理
施設内管理業務
〇〇〇･･･

入職〇年以上
介護福祉士
ＵＬ評価Ａ以上
〇〇〇・・・

4等級

ユニット
リーダー

ユニット管理
〇〇〇･･･

入職〇年以上
UL研修受講
一般評価Ａ以上
〇〇〇・・・

3等級

一般職員
介護業務
〇〇〇･･･

入職〇年以上
初任者研修
新人評価Ａ以上

2等級

新入職員 新人介護業務 入職〇年以上 1等級

キャリアパス表の整備

人事評価制度の整備

賃金規程の等級との連動
（又は支給賃金幅の明示）

評価時面談等、制度の

実運用に係る記録の確
保（G3の要件）

職員への周知
（周知文書等）

など

処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅰ（いわゆる任用等要件）の例



留意点

49

～処遇改善加算の計画と実態が一致しているかについて～

研修計画の策定・実施

キャリアパス規程の整備

実施した証拠の確保
（研修実施時の写真等）

など

※諸事情より実施できない場合は中止
案内等を配布する等、実施できなかっ
た場合の理由を説明できるようにする

処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅱ（研修等の機会）の例

新入職員 一般職員 ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ 主任 士長

4月

5月 基本研修 UL研修 実務者研修

6月 身体拘束 身体拘束 身体拘束 労務管理研修 施設運営

7月 ﾏﾅｰ研修

8月 認知症ｹｱ 認知症ｹｱ 認知症ｹｱ ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ﾊﾗｽﾒﾝﾄ

9月 接遇研修 ﾊﾗｽﾒﾝﾄ ﾊﾗｽﾒﾝﾄ

10月 ﾊﾗｽﾒﾝﾄ ﾊﾗｽﾒﾝﾄ ﾄﾗﾌﾞﾙ対応

11月 実践研修

12月 能力評価 能力評価 能力評価 能力評価 能力評価



留意点

50

～処遇改善加算の計画と実態が一致しているかについて～
処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅱ（研修等の機会）の例

資格取得目標 実務研修修了者〇〇名 介護福祉士合格者〇〇名

取得支援

実務経験が３年以上の介護職員に
対し、実務者研修の受講費用とし
て、○○万円を支給

法人内で資格取得のための研修会
を実施及び受験手数料負担

資格取得者の具体的な目標設定及び支援策の明示・周知
取得実績の追跡・実績把握
支援した根拠資料の確保（受講料補助・休暇付与等）

など
※特に介護福祉士については処遇改善加算（新加算）の区分Ⅰの要件として求
められており、認定制度における定量的指標で定められているため、目標値と
して設定することが考えられる



留意点

51

～他の認定制度との定量的指標の違い～

「岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業」
の認定項目

「岐阜県介護人材育成事業者認定制度」
の認定項目

岐阜県ホームページ各サイトより引用 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/8666.html ／ https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html



最後に

52

～今後の人材確保の見通しについて～

本年度における人材確保のテーマは
「ベースアップ」「労働条件・労働環境の向上」

・介護業種だけでなく、様々な業種が「ベースアップ」を求められている
・近年では人手不足とされている業種の労働環境整備の動きが目覚ましい
・労働者側も「しっかりした会社」「働きがいのある会社」を求め、自ら探していく動きが
みられる

公的な認定を得ることは勿論、各種取り組みによって事業所と、事業所で
働く人材の良質化を図ることの重要性が高まってきている。
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